
新潟県パートナーシップ制度利用者に利用可能な行政サービス等

●【聖籠町】

1
住民票の続柄の表記（縁故
者）

https://www.town.seiro.
niigata.jp/kurashi01tod
oke/03.html

〇 町民課 0254-27-1952
続柄の変更や住民票の交付には、個人番号カー
ドや免許証等の身分証明書が必要です。

2

軽自動車税の減免
一定程度の障害を有する者が
所有する軽自動車や、生計を
一にする者又は常時介護する
者が運転する軽自動車税を減
免

https://www.town.seiro.
niigata.jp/kurashi02zei
/04.html

〇 税務課 0254-27-1956

住民記録などで確認できれば届出受領証等は必
要ありません。
同一生計であれば減免対象となります。
窓口には身分証明書をお持ちください。

3
各種証明書の発行
同居している者に所得証明書
など各種証明書を発行

https://www.town.seiro.
niigata.jp/kurashi02zei
/06.html

〇 税務課 0254-27-1956
住民記録などで確認できれば、届出受領証等は
必要ありません。窓口には身分証明書をお持ち
ください。

担当課等 電話番号

【注意事項】
・この一覧表は、令和８年１月１４日時点で利用可能な行政サービス等を記載しています。
　この他、調整が整ったサービス等については、追加更新していきます。
・各サービス等を利用するためには、パートナーシップ制度届出受領証等の提示のほか、各行政サービスの利用条件を満たす必要があります。
　（詳細は各市町村にお問い合わせください。）
　届出受領証等の提示が不要な行政サービス等の中には、新潟県パートナーシップ制度の利用の有無にかかわらず利用できるものを含みます。

№ 行政サービス等の内容 URL
届出受領証等の提示 問い合わせ先

備考
必要 不要
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4
町営住宅　東山団地への入居
申し込み

https://www.town.seiro.
niigata.jp/furusato/03d
anti.html

〇 ふるさと整備課 0254-27-1961

入居用件
（１）市区町村税を滞納していないこと
（２）入居者と同等以上の収入がある連帯保証
人がいること
（３）親族以外の者と同居する場合、入居者を
含め入居人数が３人以内であること
＊パートナーは親族ではないため、３人以内で
の入居となります。

5

介護者手当
要介護度３以上の認定を受け
た要介護者と同居して介護し
ている者に月額5,000円（所
得税非課税世帯の場合は
10,000円）を支給

https://www.town.seiro.
niigata.jp/kurashi05fuk
ushi/200.html#204

〇 長寿支援課 0254-20-7433
聖籠町寝たきり・認知症老人介護者手当認定申
請書を提出してもらいます。
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